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新居浜市崖崩れ防災対策事業分担金徴収条例  

 

（趣旨）  

第１条  この条例は、市が行う崖崩れ防災対策事業（以下「事業」という。）に必要な

費用の一部に充てるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４条の規定

に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。  

（分担金の徴収）  

第２条  市は、事業の対象となる崖の所在する土地の所有者、管理者、占有者その他事

業の実施により特に利益を受ける者（以下「受益者」という。）から分担金を徴収す

る。  

（分担金の額）  

第３条  分担金の額は、事業に要する費用から愛媛県から交付決定を受けた補助金の額

を減じて得た額に１００分の２５を乗じて得た額を上限として、市長が定める額とす

る。  

（分担金の徴収方法）  

第４条  市長は、分担金の額を決定したときは、遅滞なく分担金の額、納期限等を受益

者に通知しなければならない。分担金の額を変更する場合も、同様とする。  



 

 

２  分担金は、受益者（当該受益者が複数の場合は、その代表者）から一括して徴収す

る。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。  

３  分担金は、市長が発行する納入通知書により、指定された納期限までに納付しなけ

ればならない。  

４  市長は、事業の変更、中止、廃止等により、既に徴収した分担金に差額が生じたと

きは、当該差額を還付し、又は徴収することができる。  

（分担金の減免等）  

第５条  市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金の徴

収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。  

（委任）  

第６条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

提案理由  

土砂災害対策として実施する崖崩れ防災対策事業に必要な費用の一部として、特に利

益を受ける者から分担金を徴収するため、本案を提出する。  

 


